
予防接種法の改正についての意見 

 

本日、国において、今回の新型インフルエンザに類似した感染症の発生を想定した

新たな臨時接種の枠組みの創設等を内容とする予防接種法の改正法案が閣議決定さ

れた。 

今回の法改正案は、現在実施している新型インフルエンザのワクチン接種の枠組み

を基本として、これを法律上に位置づけることが主な趣旨であるとのことであるが、

そもそも現在実施しているワクチン接種そのものについて、全額国の負担で実施すべ

きである。 

よって、今回の予防接種法改正にあたっては、下記事項について、意見を申し入れ

る。 

 

記 

 

１ 今回の新型インフルエンザのように未知の感染症が発生した場合には、感染力や

毒性の強弱、有効なワクチンの確保、接種対象者や接種時期の設定等を地方自治体

が判断し対応することは困難であり、国の責任において緊急かつ全国統一的にワク

チン接種を実施する必要があること。 

臨時、緊急にワクチン接種が必要となる感染症への対応は、まさに国家的危機管

理の問題であり、現行の臨時接種を含め、国の具体的な役割と責任を明確にすると

ともに、国の負担を基本とすべきであること。 

また、国の責任において、確実な財政措置を行うこと。 

 

２ 政府においては、この夏までに強毒性インフルエンザに係る総合的な対策を再構

築する方針と聞いており、その重要な柱となるワクチン接種のあり方については、

今後、地方と十分協議し、その意見を踏まえたうえ、予防接種法の抜本的な改正を

行うなど所要の措置を講じること。 
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